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興保育サービス利用の手続き

①利用会員が、登米ファミリー・サポート・センターへ利用したい日の１週間前までに連絡します。

②登米ファミリー・サポート・センターでは、保育サービスが行える協力会員を調整して、利用会員に連絡します。

③利用会員と協力会員が事前に面談して、必要な保育サービスの内容や実費負担の確認を行います。

④保育サービスが行われ、利用会員から協力会員に直接、報酬などを支払います。

興利用会員・協力会員は全員、補償保険制度に加入します

　登米ファミリー・サポート・センターでは、会員の皆さんが安心してサービスを利用または活動に参加できるよ

う、万一に備えて補償保険に加入します。

　預けられる子どもも対象となりますが、補償保険に加入するための会員の個人負担はありません。

協　力　会　員　講　習　会

　協力会員として登録を希望する人には、講習会を受講していただきます。今年度４回開催する講習会（内容は同じ）

のうち１回を受ければ、協力会員として登録することができます。なお、受講している間の託児も行いますが、人数

に制限がありますので申し込みの際にご相談ください。

内　　　容南方・中田・迫会場

ファミリー・サポート事業の説明１３：３０～１４：００

子どもとのかかわり方・遊び方１４：０５～１５：００

子どもの心と体の発達について１５：１５～１６：００

子どもの事故・事故防止・応急処置について１６：０５～１７：００

【表２】講習会の時間と内容

※上記会場以外で受講希望者が５人
以上集まれば、出前講習会も開催
します。受講希望日の２週間前ま
でにファミリー・サポート事務局
に連絡ください。

定　員場　　所開催日回

各回３０人

南方庁舎２階大会議室７月１３日（水）第１回

中田子育て支援センター９月６日（火）第２回

迫公民館11月２９日（火）第３回

中田子育て支援センター２月 ２日（木）第４回

【申込方法】　電話

【申込期限】　各開催日の５日前まで

　※ただし第１回目は７月８日（金）まで

【表１】講習会開催年間予定表

申し込み・問い合わせ
登米ファミリー・サポート・センター事務局（南方子育てサポートセンター内）
緯 0220（58）5558　

※（　）内には申し出があっ

た保護者の名前を掲載して

います。

４月15日の３歳児
健診（３歳６カ月～
７カ月児）でむし歯
がなかった子は、市
内３地区で16人中
８人でした

菅原　 朱  莉 ちゃん
あか り

（中田町加賀野一・克典さん）

佐藤　 美  灯 ちゃん
み と

（中田町石森長根・清孝さん）

佐　　 玲  　 ちゃん
れ な

（中田町加賀野一・修さん）

堅岡　 千  結 ちゃん
ち ゆ

（中田町加賀野一・健さん）

猪又　 優  汰 くん
ゆう た

（中田町白地・ゆう子さん）

小野寺　 幸  大 くん
こう だい

（中田町神畑・栄幸さん）

千葉　 楽  生 くん
らく き

（東和町米川７区・剛さん）

金野　 妃  菜 ちゃん
ひ な

（石越町新道・操さん）
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興利用できる保育サービス・援助活動の主な内容

纂保育所、幼稚園、学校、児童・学童クラブの開始時間までや終了後の送迎または預かり

纂保護者や兄弟姉妹の通院、冠婚葬祭、学校行事などのときの子どもの預かり

※保育サービスには、宿泊は含まれません。

利用会員と協力会員を募集中！！

　「子育ての援助を受けたい人（利用会員）」と「子育ての援助ができる人（協力会員）」がそれぞれ会員登録をし、

相互の信頼関係のもとに子どもを預けたり預かったりする地域ぐるみで子育て支援活動を行う事業です。（有料）

　ファミリー･サポート事業も４年目に入り、登録会員が８１人（利用会員３２人、協力会員４２人、両方登録会員７人）

となりました。

電話番号所　在　地支援センター名

0220（22）2524迫児童館内迫町佐沼字錦108番地迫子育て支援センター

0220（52）2246登米児童館内登米町寺池目子待井３９１番地登米子育て支援センター

0220（42）2230ちびっこ友遊館・まいや内東和町米谷字石橋２６番地１東和子育て支援センター

0220（34）3505中田町上沼字大柳117番地２中田子育て支援センター

0225（76）4731豊里健康管理センター内豊里町土手下６７番地１豊里子育て支援センター

0220（55）2313米山児童館内米山町西野字西小路裏１０３番地米山子育て支援センター

0228（34）3110石越保健センター内石越町南郷字矢作130番地１石越子育て支援センター

0220（58）5558市役所南方庁舎内南方町新高石浦130番地南方子育てサポートセンター

0225（68）3363津山林業総合センター内津山町柳津字黄牛田高畑59番地津山子育て支援センター

纂資　　格：市内に居住または勤務している人で、おおむね生後２カ月から小学生までのお子さんを養育している

　　　　　　人。事前登録が必要です。

纂登録方法：登米ファミリー・サポート・センター事務局（南方子育てサポートセンター内）または各子育て支援

　　　　　　センターに備え付けの登録申請書に必要事項を記入・押印の上、顔写真(縦2.5唖×横2唖） を添えて申

　　　　　　し込んでください。

纂申 請 先：登米ファミリー・サポート・センター事務局（南方子育てサポートセンター内）または各子育て支援

　　　　　　センターに申請してください。

纂資　　　格：市内に居住している心身ともに健康な２０歳以上（学生は除く）の人で、自宅で安全に子どもを預か

　　　　　　　ることができ、保育士などの資格を有するか、市が開催する講習会を受講した人。事前登録が必要

　　　　　　　です。

纂講習会日程：右のページの表１をご覧ください。

平成23年度　登米ファミリー・サポート事業

登米ファミリー・サポート事業とは★

利用会員について

協力会員について

興保育サービス・援助活動の時間と報酬

纂月曜から金曜日までの午前７時から午後７時まで　１時間当たり600円（以降３０分ごとに300円）

纂土曜・日曜・祝日・年末年始および平日の上記の時間外　１時間当たり700円（以降３０分ごとに350円）

※原則として１回につき１時間以上で、以降３０分単位で計算します。

※おやつや食事、紙おむつなどの実費は、別途利用会員の負担になります。




